
提

出

者

北

川

れ

ん

子

平
成
十
三
年
五
月
三
十
一
日
提
出

質

問

第
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六

号

山
口
県
上
関
町
の
原
発
新
規
立
地
計
画
お
よ
び
未
買
収
用
地
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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山
口
県
上
関
町
の
原
発
新
規
立
地
計
画
お
よ
び
未
買
収
用
地
に
関
す
る
質
問
主
意
書

経
済
産
業
省
・
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
は
五
月
一
六
日
、
今
二
〇
〇
一
年
度
の
国
の
電
源
開
発
基
本
計
画
に
、
中
国
電
力
が
山

口
県
上
関
町
に
計
画
し
て
い
る
上
関
原
子
力
発
電
所
の
建
設
計
画
を
組
み
入
れ
る
こ
と
を
発
表
し
た
。
原
発
の
新
規
立
地
決
定

は
、
一
九
九
九
年
九
月
の
茨
城
県
東
海
村
の
Ｊ
Ｃ
Ｏ
臨
界
事
故
以
降
で
は
初
め
て
で
あ
る
。
国
民
や
地
元
住
民
に
不
安
が
あ
る

な
か
、
原
発
計
画
を
進
め
る
姿
勢
や
態
度
、
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
質
問
す
る
。

（
一
）

山
口
県
上
関
町
に
お
け
る
原
発
立
地
の
手
続
き
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
九
九
年
の
Ｊ
Ｃ
Ｏ
臨
界
事
故
に
よ
っ
て
多
く

の
国
民
が
原
発
に
不
安
を
抱
い
て
い
る
中
、
新
た
な
原
発
立
地
の
手
続
き
に
入
る
に
は
慎
重
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
と

考
え
る
が
、
今
回
の
電
源
開
発
基
本
計
画
へ
の
建
設
計
画
組
み
入
れ
は
二
井
関
成
・
山
口
県
知
事
も
「
予
想
外
」
だ
と

述
べ
た
と
も
さ
れ
る
ほ
ど
性
急
な
決
定
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
声
に
対
し
て
ど
う
考
え
る
か
。

決
定
は
当
時
の
与
党
幹
部
か
ら
の
要
請
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
事
実
か
。
合
わ
せ
て
経
済
産
業

省
・
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
が
四
月
六
日
、
二
井
知
事
に
意
見
照
会
を
し
た
経
緯
反
応
を
明
ら
か
に
せ
よ
。

（
二
）

原
子
力
発
電
所
建
設
計
画
に
つ
い
て
朝
日
新
聞
は
昨
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
一
七
、
一
八
日
の
両
日
、
上
関
町
で
町
民

を
対
象
と
し
た
世
論
調
査
を
行
い
、
反
対
四
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
賛
成
三
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
半
数
近
く
の
住
民
が
反
対

一



の
意
思
表
示
を
示
す
結
果
と
な
っ
た
。
地
元
住
民
の
半
数
近
く
が
反
対
し
て
い
る
な
か
、
ま
た
反
対
が
賛
成
を
上
回
っ

て
い
る
な
か
で
、
原
発
計
画
を
進
め
る
根
拠
を
示
せ
。
政
府
が
述
べ
る
「
地
元
の
理
解
」
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た

こ
と
を
指
す
と
考
え
て
い
る
か
、
合
わ
せ
て
明
ら
か
に
せ
よ
。

（
三
）

中
国
電
力
が
「
山
口
県
上
関
町
が
原
発
建
設
の
有
力
地
」
で
あ
る
こ
と
を
発
表
し
て
一
九
年
、
同
社
九
八
年
の
有
価

証
券
報
告
書
に
よ
る
と
、
こ
れ
ま
で
建
設
準
備
等
に
使
わ
れ
た
額
は
四
五
〇
億
円
に
も
達
し
て
い
る
。
旧
通
産
省
や
旧

科
学
技
術
庁
、
そ
し
て
現
経
済
産
業
省
等
政
府
は
、
こ
の
計
画
に
あ
た
っ
て
何
に
い
く
ら
拠
出
し
て
き
た
か
。
そ
れ
ら

は
有
効
に
使
わ
れ
て
き
た
と
考
え
て
い
る
か
。
ま
た
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
も
一
九
年
間
、
原
発
計
画
が
進
め
ら
れ
な

か
っ
た
の
は
、
な
ぜ
だ
と
考
え
る
か
。

（
四
）

日
本
生
態
学
会
中
国
四
国
地
区
は
二
〇
〇
一
年
五
月
一
三
日
、
「
中
国
電
力
（
株
）
上
関
原
子
力
発
電
所
一
、
二
号

機
計
画
の
総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
・
電
源
開
発
分
科
会
へ
の
上
程
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
声
明
を
発
表
し
、

「
強
い
憂
慮
の
念
を
表
明
」
し
た
。
環
境
大
臣
お
よ
び
二
井
・
山
口
県
知
事
両
者
の
意
見
に
つ
い
て
も
「
予
定
地
と
さ

れ
る
長
島
と
そ
の
周
辺
の
海
域
の
類
を
み
な
い
生
物
多
様
性
の
貴
重
さ
を
無
視
し
た
も
の
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
う

し
た
意
見
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。

二



（
五
）

こ
の
原
発
の
計
画
予
定
地
の
陸
地
分
一
四
五
㌶
の
う
ち
、
お
よ
そ
八
割
近
い
一
一
二
㌶
は
取
得
し
た
が
、
残
り
の
三

三
㌶
は
現
在
に
お
い
て
も
な
お
未
買
収
で
あ
り
、
買
収
の
目
途
も
た
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
総

合
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
電
源
開
発
分
科
会
が
五
月
一
六
日
、
上
関
原
発
を
電
源
開
発
基
本
計
画
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を

承
認
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
未
買
収
地
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

（
六
）

上
関
原
発
立
地
計
画
地
に
あ
る
未
買
収
地
に
は
、
神
社
地
も
含
ま
れ
て
い
る
。
宗
教
法
人
法
一
八
条
第
五
項
に
は

「
そ
の
保
護
管
理
す
る
財
産
に
つ
い
て
は
、
い
や
し
く
も
こ
れ
を
他
の
目
的
に
使
用
し
、
又
は
濫
用
し
な
い
よ
う
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
神
社
本
庁
憲
章
第
一
〇
条
は
「
神
社
の
境
内
地
等
の
管
理
は
、
そ
の
尊
厳
を
保
持
す
る
た
め
次
の
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
と
し
、
第
二
項
で
は
「
境
内
地
、
社
有
地
、
施
設
、
宝
物
、
由
緒
に
関
は
る
物
等
は
、
確
実

に
管
理
し
、
み
だ
り
に
処
分
し
な
い
こ
と
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
宗
教
法
人
法
一
八
条
第
五
項
に
の
っ
と
っ
た
も
の
と
い

え
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
宮
司
が
「
人
間
と
神
域
の
緑
を
守
る
」
と
売
却
を
強
く
拒
否
し
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。

そ
う
し
た
地
が
未
買
収
で
あ
る
こ
と
を
宗
教
法
人
法
と
の
関
係
で
ど
う
考
え
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


